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後藤新平と台湾総督府顧問制度

後
藤
新
平
と
台
湾
総
督
府
顧
問
制
度
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銘

は
じ
め
に

一　

後
藤
の
満
鉄
総
裁
と
総
督
府
顧
問
就
任
の
経
緯

二　

総
督
府
顧
問
制
度
の
成
立
及
び
運
用

結　

論

は
じ
め
に

　

後
藤
新
平
は
、
一
八
九
〇
年
代
よ
り
内
務
省
衛
生
局
長
、
台
湾
総
督
府
（
以
下
、
総
督
府
と
略
す
）
民
政
長
官
、
南
満
洲
鉄
道
株

式
会
社
（
以
下
、
満
鉄
と
略
す
）
総
裁
、
逓
信
大
臣
兼
鉄
道
院
総
裁
、
内
務
大
臣
、
外
務
大
臣
、
東
京
市
長
を
歴
任
し
、
一
九
二
三

年
の
関
東
大
地
震
後
は
内
務
大
臣
に
再
任
し
、
党
首
を
務
め
た
こ
と
が
な
く
、
内
閣
総
理
大
臣
に
も
な
ら
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら

ず
、
近
代
日
本
政
治
史
研
究
に
お
い
て
注
目
の
的
と
な
っ
て
き
た
人
物
で
あ
る
。
本
稿
で
は
、
こ
れ
ま
で
深
く
検
討
さ
れ
て
こ
な

か
っ
た
後
藤
と
総
督
府
顧
問
制
度
と
の
関
係
を
考
察
す
る
。
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一
八
九
八
年
、
児
玉
源
太
郎
が
総
督
に
就
任
す
る
と
、
後
藤
を
民
政
局
長
（
民
政
長
官
に
改
称
）
に
抜
擢
し
た
。
児
玉
と
後
藤
の

任
期
は
、
日
本
に
よ
る
台
湾
統
治
の
確
立
に
と
っ
て
重
要
な
期
間
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
一
九
〇
六
年
四
月
、
児
玉
が
参
謀
総
長
に

転
任
し
、
佐
久
間
左
馬
太
が
総
督
の
職
を
引
き
継
い
だ
際
、
後
藤
は
そ
の
ま
ま
長
官
に
留
任
し
、
約
半
年
後
に
満
鉄
総
裁
に
就
任
し

た
後
も
、
引
き
続
き
総
督
府
顧
問
を
兼
任
す
る
と
同
時
、
関
東
都
督
府
（
以
下
、
都
督
府
と
略
す
）
顧
問
を
兼
任
し
た
。

　

後
藤
の
顧
問
就
任
に
つ
い
て
は
、
佐
久
間
の
伝
記
に
お
い
て
、
佐
久
間
が
後
藤
の
顧
問
兼
任
に
難
色
を
示
し
た
も
の
の
、
総
督
府

官
僚
ら
に
よ
る
折
衝
の
結
果
、
後
藤
が
無
事
顧
問
を
兼
任
す
る
に
至
っ
た
こ
と
が
記
載
さ
れ
て
い
る）

1
（

。
後
藤
の
伝
記
に
お
い
て
は
、

後
藤
が
台
湾
の
政
務
が
後
藤
の
辞
任
に
よ
っ
て
激
変
す
る
こ
と
を
回
避
す
る
た
め
に
、
こ
の
方
法
を
編
み
出
す
に
至
っ
た
と
指
摘
さ

れ
て
い
る
。
ま
た
、
伝
記
に
お
い
て
は
、
後
藤
が
総
督
に
宛
て
た
一
通
の
書
簡
が
紹
介
さ
れ
、
後
藤
が
満
鉄
総
裁
就
任
の
勧
め
に
応

じ
た
経
緯
な
ど
が
記
さ
れ
て
い
る）

2
（

。
実
際
、
中
央
政
府
の
上
層
部
は
、
こ
の
人
事
問
題
に
つ
い
て
相
当
の
期
間
苦
悩
し
て
お
り
、
決

し
て
総
督
府
の
官
僚
数
名
の
権
限
で
解
決
で
き
る
も
の
で
は
な
か
っ
た
。

　

先
行
研
究
に
お
い
て
、
北
岡
伸
一
は
、
後
藤
が
満
鉄
総
裁
就
任
時
に
都
督
府
顧
問
の
兼
任
を
要
求
し
、
林
董
外
務
大
臣
の
強
い
反

対
に
遭
っ
た
も
の
の
、
最
終
的
に
は
政
府
当
局
の
同
意
を
得
た
と
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。
ま
た
、
顧
問
の
主
務
事
項
は
不
明
確
な
が
ら
、

そ
の
任
務
は
主
と
し
て
都
督
府
の
政
策
を
監
督
す
る
こ
と
に
あ
っ
た
と
考
え
る
研
究
者
も
い
る）

4
（

。
台
湾
学
界
で
は
、
鍾
淑
敏
が
、
後

藤
は
自
ら
求
め
て
顧
問
に
就
任
す
る
こ
と
で
、
総
督
府
の
施
政
及
び
人
事
に
介
入
し
た
と
論
じ
、
こ
れ
は
植
民
史
上
の
特
例
で
あ
っ

た
と
指
摘
し
て
い
る）

（
（

。

　

本
稿
で
は
、
以
下
の
課
題
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。
即
ち
、
後
藤
の
満
鉄
総
裁
就
任
前
後
、
中
央
政
府
は
ど
の
よ
う
に
後
藤
の
人

事
案
を
処
理
し
た
か
、
後
藤
が
総
督
府
顧
問
に
採
用
さ
れ
た
経
緯
は
ど
の
よ
う
な
も
の
で
あ
っ
た
か
、
そ
し
て
、
後
藤
は
ど
の
よ
う

に
台
湾
統
治
事
務
に
関
与
し
た
の
か
、
後
藤
が
総
督
府
顧
問
を
辞
し
た
経
緯
は
ど
う
で
あ
っ
た
か
を
検
討
し
、
最
後
に
、
こ
の
時
期

の
台
湾
政
治
史
の
特
徴
を
理
解
す
る
一
助
と
す
べ
く
、
こ
の
特
殊
な
顧
問
制
度
が
ど
の
よ
う
な
意
義
を
内
包
し
て
い
た
の
か
を
分
析
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す
る
。

一　

後
藤
の
満
鉄
総
裁
と
総
督
府
顧
問
就
任
の
経
緯

　

日
露
戦
争
後
、
満
洲
を
如
何
に
し
て
経
営
す
る
か
は
、
一
九
〇
六
年
一
月
に
成
立
し
た
西
園
寺
公
望
内
閣
の
重
要
な
課
題
の
一
つ

で
あ
り
、
こ
の
た
め
に
成
立
し
た
満
鉄
の
初
代
総
裁
と
し
て
後
藤
が
選
ば
れ
た
が
、
後
藤
就
任
の
過
程
は
紆
余
曲
折
が
あ
っ
た
。
以

下
、
特
に
顧
問
制
度
と
の
関
わ
り
に
つ
い
て
詳
し
く
考
察
す
る
。

（
一
）
満
鉄
総
裁
就
任
問
題

　

後
藤
の
日
記
に
よ
れ
ば
、
一
九
〇
六
年
三
月
初
め
に
東
京
で
山
縣
有
朋
の
も
と
を
訪
れ
た
際
、
陸
軍
大
将
佐
久
間
左
馬
太
が
児
玉

に
代
わ
っ
て
新
総
督
と
な
り
、
新
総
督
が
後
藤
の
長
官
留
任
を
望
ん
で
い
る
こ
と
を
知
っ
た
。
後
藤
は
児
玉
に
報
告
し
た
後
、
佐
久

間
の
要
請
を
受
け
入
れ
る
こ
と
を
決
め
た）

（
（

。
四
月
一
一
日
、
児
玉
が
参
謀
総
長
に
転
任
し
、
佐
久
間
が
第
五
代
台
湾
総
督
に
任
ず
る

と
、
後
藤
は
引
き
続
き
民
政
長
官
に
任
ず
る
と
共
に
男
爵
を
授
け
ら
れ
た）

7
（

。
後
藤
は
、
六
月
一
日
、
児
玉
宛
の
書
簡
に
お
い
て
、
新

総
督
就
任
後
、
後
藤
は
い
つ
ま
で
留
任
す
る
の
か
と
い
う
風
聞
が
あ
っ
た
が
、
全
体
的
に
は
台
湾
の
民
心
安
定
に
重
き
を
な
す
旨
述

べ
て
い
る）

（
（

。
民
政
長
官
異
動
の
言
説
は
、
満
鉄
総
裁
候
補
の
人
選
に
つ
い
て
の
世
論
と
関
係
が
あ
り
、
当
時
、
満
鉄
総
裁
と
な
り
得

る
人
選
は
多
く
、
軍
人
、
文
官
と
も
考
え
ら
れ
、
後
藤
の
名
も
候
補
と
し
て
報
じ
ら
れ
て
い
た）

9
（

。
後
藤
が
潜
在
能
力
を
有
し
て
い
る

こ
と
は
認
め
ら
れ
て
い
た
も
の
の
、
後
藤
が
満
鉄
総
裁
と
な
っ
た
の
は
中
央
政
府
当
局
が
動
い
た
こ
と
に
よ
っ
て
実
現
し
た
の
で

あ
っ
た
。
以
下
、
時
の
内
務
大
臣
原
敬
の
日
記
を
も
と
に
そ
の
い
き
さ
つ
を
整
理
す
る
。

　

一
九
〇
六
年
七
月
頃
、
西
園
寺
首
相
が
原
敬
に
満
鉄
総
裁
の
人
選
に
関
す
る
話
を
し
た
際
、
原
敬
は
そ
の
意
見
に
賛
同
す
る
と
共
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に
、
後
藤
が
適
任
で
あ
る
と
考
え
、
両
者
の
見
解
は
一
致
し
た
。
そ
こ
で
、
西
園
寺
は
山
縣
有
朋
と
寺
内
正
毅
陸
相
ら
に
対
処
し
、

原
敬
は
後
藤
に
電
報
を
打
ち
上
京
を
求
め
た
。
七
月
二
二
日
、
後
藤
は
上
京
後
、
原
敬
を
訪
問
し
、
原
敬
は
後
藤
に
対
し
て
そ
の
任

を
受
け
入
れ
る
よ
う
促
し
た
が
、
後
藤
は
熟
考
の
上
決
断
す
る
必
要
が
あ
る
旨
述
べ
た）

（1
（

。
次
い
で
、
後
藤
は
首
相
に
面
会
し
、
満
鉄

総
裁
へ
の
就
任
を
勧
め
ら
れ
た
が
、
後
藤
は
、
そ
れ
ま
で
商
業
経
営
の
経
験
が
な
く
、
満
鉄
の
事
業
内
容
も
不
明
瞭
で
あ
る
と
考
え
、

辞
退
し
た
。
首
相
た
っ
て
の
要
請
で
は
あ
っ
た
が
、
後
藤
は
、
台
湾
が
財
政
的
な
独
立
を
い
ち
早
く
達
成
し
た
こ
と
は
、
必
然
的
に

弊
害
を
引
き
起
こ
す
こ
と
に
な
り
、
ま
た
例
え
ば
水
利
灌
漑
施
設
、
発
電
事
業
な
ど
、
依
然
と
し
て
多
く
の
計
画
が
未
完
で
あ
る
こ

と
を
直
言
し
た
。
西
園
寺
は
、
後
藤
に
再
考
を
求
め
、
児
玉
参
謀
総
長
に
会
い
に
行
く
よ
う
促
し
た
。
こ
れ
は
、
西
園
寺
と
児
玉
が

事
前
に
申
し
合
わ
せ
て
い
た
こ
と
で
あ
る
。
即
ち
、
前
者
が
後
藤
に
就
任
を
勧
め
、
後
者
が
鉄
道
問
題
を
説
明
し
、
更
に
山
縣
が
佐

久
間
総
督
に
対
し
後
藤
の
辞
職
に
同
意
す
る
よ
う
説
得
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
た
。
結
果
と
し
て
、
児
玉
も
説
得
に
加
わ
る
こ
と
に

な
り
、
後
藤
に
対
し
山
縣
に
直
接
会
い
に
行
く
よ
う
促
し
た）

（（
（

。
後
藤
は
、
上
京
し
て
原
敬
、
西
園
寺
、
兒
玉
、
山
縣
と
見
え
た
後
、

総
督
に
対
し
て
電
報
を
打
ち
、
山
縣
が
総
裁
の
就
任
時
期
を
一
九
〇
七
年
二
月
ま
で
先
延
ば
し
に
す
る
こ
と
を
検
討
し
て
も
よ
い
と

述
べ
た
こ
と
を
報
告
し
た
。
そ
し
て
、
二
三
日
の
午
後
に
は
総
督
が
、
了
解
し
た
旨
の
電
報
を
よ
こ
し
て
い
る）

（1
（

。
こ
の
こ
と
か
ら
、

後
藤
は
転
任
す
る
心
積
も
り
が
で
き
て
お
ら
ず
、
民
政
長
官
の
任
を
務
め
る
こ
と
を
優
先
し
て
い
た
と
推
測
で
き
る
。

　

後
藤
は
原
敬
ら
を
相
次
い
で
訪
問
し
た
が
、
翌
日
未
明
に
は
児
玉
急
逝
の
訃
報
が
伝
え
ら
れ
た）

（1
（

。
児
玉
の
葬
儀
を
手
配
す
る
た
め
、

後
藤
の
総
裁
就
任
の
件
は
一
旦
止
め
置
か
れ
、
七
月
二
四
日
及
び
二
五
日
に
、
後
藤
は
西
園
寺
及
び
山
縣
に
見
え
、
再
度
推
挙
を
拒

絶
し
た
。
二
七
日
に
再
び
両
者
に
見
え
た
際
、
後
藤
は
そ
の
考
え
を
説
明
し
、
現
行
の
官
僚
制
度
が
許
す
範
囲
内
で
便
宜
的
に
処
理

で
き
な
い
か
と
の
提
案
を
行
い
、
両
者
に
採
用
さ
れ
た）

（1
（

。
七
月
末
、
後
藤
が
再
び
原
敬
を
訪
問
し
た
際
、
原
敬
は
満
洲
経
営
に
そ
の

身
を
投
じ
る
こ
と
を
勧
め
た
が
、
後
藤
は
依
然
と
し
て
動
じ
ず
、
原
敬
に
対
し
て
、
も
し
山
縣
元
帥
が
満
洲
経
営
の
総
裁
に
就
任
す

る
の
で
あ
れ
ば
、
そ
の
指
揮
の
下
で
務
め
る
こ
と
を
願
い
出
た
。
原
敬
に
し
て
み
れ
ば
、
後
藤
は
、
児
玉
総
督
と
後
藤
長
官
の
組
み
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合
わ
せ
の
モ
デ
ル
を
踏
襲
し
て
、
山
縣
総
裁
と
後
藤
副
総
裁
の
組
み
合
わ
せ
に
置
き
換
え
る
の
で
あ
れ
ば
、
当
局
の
計
ら
い
に
応
じ

る
用
意
が
あ
る
よ
う
に
見
え
た
。
原
敬
は
、
後
藤
の
態
度
が
あ
ま
り
前
向
き
で
な
い
と
考
え
、
改
め
て
独
り
立
ち
を
強
く
勧
め
る
に

至
っ
た）

（1
（

。

　

七
月
三
一
日
、
後
藤
は
山
縣
に
対
し
就
任
の
条
件
を
提
示
し
、
翌
日
に
は
そ
の
条
件
を
首
相
に
も
提
示
し
た）

（1
（

。
後
藤
は
山
縣
に
対

し
書
面
で
、
首
相
に
は
就
職
条
件
を
書
面
で
提
示
済
み
で
あ
り
、
回
答
を
待
っ
て
い
る
旨
説
明
し
た）

（1
（

。
八
月
一
日
、
後
藤
は
原
敬
を

訪
問
し
、
満
鉄
総
裁
に
就
任
す
る
こ
と
を
決
め
た
旨
申
し
述
べ
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
当
初
、
佐
久
間
が
総
督
と
し
て
赴
任
す
る
前
、

政
府
当
局
は
後
藤
の
位
置
を
暫
時
変
更
し
な
い
旨
確
約
し
て
い
た
が
、
こ
の
点
に
つ
い
て
、
原
敬
は
二
日
の
日
記
に
お
い
て
、
政
府

が
確
実
に
後
藤
を
必
要
と
し
て
い
る
の
で
あ
れ
ば
、
何
ら
異
議
な
し
と
の
書
簡
を
総
督
か
ら
受
領
済
み
で
あ
る
旨
書
き
記
し
て
い
る
。

従
っ
て
、
原
敬
は
、
後
藤
の
人
事
問
題
は
難
な
く
処
理
で
き
る
と
楽
観
的
に
考
え
て
い
た）

（1
（

。
史
料
的
な
制
約
の
た
め
推
測
と
な
る
が
、

後
藤
は
八
月
一
日
頃
に
総
督
に
対
し
て
電
報
で
報
告
し
、
翌
日
総
督
が
後
藤
に
対
し
電
報
で
国
家
大
計
に
鑑
み
、
台
湾
に
と
っ
て
は

誠
に
遺
憾
で
は
あ
る
が
、
同
意
せ
ざ
る
を
得
な
い
と
の
返
答
が
な
さ
れ
た）

（1
（

。

　

後
藤
が
上
京
し
て
か
ら
約
二
週
間
の
間
に
、
満
鉄
総
裁
就
任
問
題
に
つ
い
て
、
上
層
部
の
間
で
集
中
的
に
交
渉
が
行
わ
れ
て
い
る
。

八
月
六
日
、
西
園
寺
が
書
簡
で
山
縣
に
対
し
、
既
に
寺
内
陸
相
か
ら
佐
久
間
総
督
に
電
報
を
打
つ
よ
う
要
請
し
、
且
つ
総
督
の
返
答

を
得
て
お
り
、
そ
れ
に
目
を
通
す
よ
う
伝
え
、
更
に
顧
問
に
関
す
る
件
で
は
、
法
制
局
長
官
が
制
度
上
疑
義
が
生
じ
得
る
か
に
つ
い

て
調
査
中
で
あ
る
こ
と
を
報
告
し
て
い
る）

11
（

。
八
月
八
日
、
後
藤
は
、
大
島
義
昌
都
督
と
陸
相
官
邸
で
面
会
し
、
満
洲
経
営
の
重
要
事

項
を
書
面
に
ま
と
め
、
そ
の
複
写
を
一
部
、
山
縣
に
提
出
し
て
い
る）

1（
（

。
一
一
日
、
後
藤
は
再
度
原
敬
を
訪
問
し
、
既
に
山
縣
の
邸
宅

で
大
島
都
督
に
会
っ
た
上
で
、
顧
問
の
身
分
で
都
督
府
の
政
策
に
関
与
す
る
こ
と
を
主
張
し
、
そ
の
見
解
が
山
縣
と
大
島
に
よ
っ
て

受
け
入
れ
ら
れ
た
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
後
藤
が
顧
問
の
身
分
で
総
督
府
の
政
策
に
引
き
続
き
関
与
す
る
こ
と
に
つ
い
て
は
、
総

督
の
同
意
を
得
な
け
れ
ば
な
ら
ず
、
後
藤
は
原
敬
に
対
し
て
、
山
縣
が
間
に
入
っ
て
調
整
す
る
用
意
が
あ
る
こ
と
を
伝
え
た
。
原
敬
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の
日
記
か
ら
、
後
藤
が
山
縣
と
大
島
に
対
し
て
顧
問
就
任
に
関
す
る
要
求
を
提
示
し
、
原
敬
が
事
前
に
事
情
を
把
握
し
て
お
り
、
後

藤
の
こ
の
よ
う
な
や
り
方
に
賛
成
し
て
い
た
こ
と
が
分
か
る）

11
（

。

　

し
か
し
な
が
ら
、
後
藤
が
満
鉄
総
裁
に
就
任
し
顧
問
を
も
兼
任
す
る
件
に
つ
い
て
、
政
界
に
お
い
て
思
い
が
け
ず
波
紋
を
呼
ぶ
こ

と
と
な
っ
た
。
八
月
一
三
日
、
原
敬
が
西
園
寺
首
相
を
訪
問
し
た
際
、
当
日
の
朝
、
林
董
外
務
大
臣
が
首
相
の
も
と
を
訪
れ
、
後
藤

の
就
任
に
反
対
し
た
の
み
な
ら
ず
、
都
督
府
に
顧
問
を
置
く
こ
と
に
も
反
対
し
た
こ
と
を
知
る
。
林
が
そ
の
場
を
去
っ
た
後
、
西
園

寺
は
原
敬
を
呼
ん
で
話
を
し
た
が
、
原
敬
は
林
が
こ
の
人
事
の
意
義
を
誤
解
し
て
い
る
と
考
え
た
。
満
洲
経
営
に
お
い
て
は
鉄
道
の

運
営
が
前
提
と
な
る
の
で
あ
っ
て
、
山
縣
ら
は
こ
の
現
実
に
直
面
し
、
後
藤
が
満
鉄
総
裁
に
就
任
す
る
こ
と
に
同
意
す
る
ほ
か
は
な

か
っ
た
の
で
あ
る
。
林
外
相
の
誤
解
を
解
く
た
め
、
原
敬
は
西
園
寺
に
対
し
、
林
と
再
度
こ
の
件
に
つ
い
て
話
を
す
る
こ
と
を
約
す

と
共
に
、
一
四
日
の
内
閣
会
議
に
お
い
て
こ
の
案
を
提
出
し
な
い
こ
と
で
話
を
つ
け
た
。
興
味
深
い
点
と
し
て
、
原
敬
は
、
都
督
府

民
政
長
官
石
塚
英
蔵
が
林
董
に
意
見
を
提
供
し
た
が
た
め
に
、
林
が
首
相
に
直
接
反
対
を
表
明
し
た
可
能
性
が
極
め
て
高
い
と
記
し

て
い
る
。
原
敬
は
、
そ
の
判
断
の
根
拠
と
し
て
、
以
前
、
石
塚
が
こ
の
件
を
原
敬
に
述
べ
た
も
の
の
、
原
が
採
用
し
な
か
っ
た
こ
と

を
挙
げ
て
い
る
。
原
敬
の
見
る
と
こ
ろ
、
林
外
相
は
石
塚
に
利
用
さ
れ
た
の
で
あ
る）

11
（

。
石
塚
は
、
上
述
し
た
行
動
に
出
た
の
み
な
ら

ず
、
東
京
か
ら
任
地
で
あ
る
満
洲
に
帰
る
途
中
、
京
城
で
伊
藤
博
文
に
面
会
し
、
伊
藤
も
こ
の
案
に
反
対
で
あ
る
こ
と
を
確
認
し
て

い
る）

11
（

。
石
塚
の
行
動
に
対
し
、
一
九
日
、
後
藤
は
寺
内
陸
相
宛
て
の
書
簡
に
て
、
石
塚
が
「
小
策
を
弄
し
」
て
い
る
よ
う
だ
（
小
策

を
弄
し
候
に
は
無
之
歟
）
と
伝
え
て
い
る）

11
（

。

　

八
月
二
二
日
、
原
敬
は
林
董
を
訪
問
し
た
が
、
林
は
原
敬
の
分
析
を
聴
い
た
上
で
、
そ
の
主
張
を
曲
げ
よ
う
と
は
し
な
か
っ
た
。

そ
の
後
、
原
敬
は
首
相
に
面
会
し
、
林
外
相
と
の
話
し
合
い
の
内
容
を
報
告
し
て
い
る）

11
（

。
当
日
、
後
藤
も
上
京
以
来
の
動
向
を
就
任

理
由
書
と
し
て
ま
と
め
、
林
董
、
山
縣
、
西
園
寺
ら
に
送
っ
て
い
る）

11
（

。
二
三
日
、
林
董
も
首
相
を
訪
ね
、
反
対
の
意
見
を
変
え
な
い

旨
表
明
し
て
い
る
。
原
敬
は
首
相
と
面
会
後
、
こ
の
件
は
処
置
が
不
可
欠
と
考
え
、
翌
日
外
務
次
官
を
呼
ん
で
話
す
こ
と
を
決
め
て
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い
る
。
両
者
は
林
が
こ
の
件
を
理
由
と
し
て
辞
職
す
る
可
能
性
が
あ
る
こ
と
を
心
配
し
て
お
り
、
起
こ
り
得
る
危
機
に
対
し
て
対
応

が
必
要
と
考
え
た）

11
（

。
明
治
憲
法
体
制
下
に
お
い
て
、
内
閣
の
構
成
員
に
意
見
の
不
一
致
を
見
る
こ
と
は
、
往
々
に
し
て
内
閣
瓦
解
の

瞬
間
と
な
っ
て
い
た
か
ら
で
あ
る
。

　

八
月
二
六
日
、
後
藤
は
、
台
湾
へ
戻
る
前
に
下
関
に
お
い
て
寺
内
に
宛
て
て
書
い
た
長
文
の
書
簡
に
お
い
て
、
問
題
が
更
に
複
雑

と
な
る
こ
と
を
避
け
る
た
め
に
、
総
裁
就
任
の
全
て
の
交
渉
を
取
り
や
め
る
よ
う
当
局
に
要
請
し
て
い
る
。
後
藤
は
、
こ
れ
が
公
私

を
両
立
さ
せ
る
た
め
の
最
良
の
方
法
で
あ
る
（
小
生
は
退
而
體
面
を
全
く
す
る
策
を
取
る
べ
し
。
是
公
私
両
全
の
措
置
な
り
）
と
考
え
た

の
で
あ
る）

11
（

。
二
八
日
、
原
敬
が
内
閣
会
議
に
出
席
す
る
と
、
当
日
林
董
は
出
席
し
な
か
っ
た
。
寺
内
は
、
原
敬
を
呼
び
別
室
で
話
し

合
い
を
し
、
も
し
林
が
自
ら
の
見
解
を
堅
持
す
る
の
で
あ
れ
ば
、
首
相
は
辞
職
す
る
ほ
か
は
な
い
が
、
現
在
の
政
界
を
見
る
に
、
内

閣
の
重
任
を
任
せ
ら
れ
る
適
切
な
後
任
の
人
選
は
恐
ら
く
見
当
た
ら
な
い
こ
と
、
そ
し
て
予
算
が
可
決
し
て
い
な
い
間
は
、
内
閣
更

迭
の
影
響
は
計
り
知
れ
な
い
こ
と
か
ら
、
林
に
そ
の
主
張
を
改
め
さ
せ
る
必
要
が
あ
り
、
早
期
に
問
題
を
解
決
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら

な
い
と
述
べ
て
い
る
。
内
閣
会
議
の
後
、
西
園
寺
は
原
敬
に
対
し
て
、
珍
田
捨
己
外
務
次
官
が
葉
山
に
林
外
相
を
訪
ね
た
後
も
、
林

は
意
思
を
曲
げ
る
つ
も
り
が
な
い
と
述
べ
て
い
る
。
西
園
寺
は
、
事
こ
こ
に
至
っ
た
以
上
、
京
都
に
山
縣
を
訪
ね
て
内
閣
辞
職
を
議

論
す
る
ほ
か
は
な
い
と
考
え
た
。
し
か
し
な
が
ら
、
原
敬
は
、
内
閣
辞
職
は
下
策
で
あ
り
、
速
や
か
に
臨
時
閣
議
を
招
集
し
て
閣
僚

達
の
意
見
を
聴
く
べ
き
で
あ
り
、
林
以
外
の
閣
僚
が
見
解
に
一
致
を
見
た
場
合
は
、
林
が
多
数
派
に
意
見
を
合
わ
せ
る
よ
う
措
置
を

講
じ
、
林
が
な
お
も
動
ぜ
ざ
る
場
合
は
、
辞
職
さ
せ
る
べ
き
と
考
え
た
。
こ
の
件
は
デ
リ
ケ
ー
ト
な
問
題
で
あ
り
、
原
敬
の
記
述
に

よ
れ
ば
、
西
園
寺
、
寺
内
及
び
原
敬
の
み
が
状
況
を
把
握
し
て
い
た）

11
（

。
同
日
、
寺
内
は
書
面
で
山
縣
に
報
告
し
、
解
決
策
は
西
園
寺

が
林
と
条
件
を
話
し
合
い
、
林
が
病
気
療
養
で
の
休
暇
中
に
勅
令
を
発
布
す
る
こ
と
で
あ
る
と
し
て
い
る）

1（
（

。

　

八
月
三
〇
日
、
原
敬
は
首
相
と
見
え
、
両
者
は
議
論
の
末
、
林
が
病
で
暫
時
休
養
中
で
あ
る
こ
と
を
理
由
に
、
第
三
者
が
臨
時
で

そ
の
職
務
を
代
理
し
、
こ
の
期
間
に
乗
じ
て
顧
問
設
置
の
勅
令
を
出
す
こ
と
を
決
定
し
た
。
林
が
既
に
珍
田
を
し
て
そ
の
辞
表
を
首
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相
に
提
出
せ
し
め
た
た
め
、
首
相
は
天
皇
に
上
奏
す
る
こ
と
を
決
め
、
天
皇
が
外
相
の
辞
表
を
返
還
す
る
の
を
待
っ
て
、
首
相
が
暫

時
外
相
を
兼
任
す
る
こ
と
と
し
た）

11
（

。
勅
令
が
円
滑
に
発
布
さ
れ
る
よ
う
に
、
三
一
日
、
西
園
寺
は
海
軍
大
臣
斎
藤
実
に
宛
て
た
書
簡

に
お
い
て
、
斎
藤
に
必
ず
閣
議
案
に
署
名
す
る
よ
う
求
め
て
い
る
。
時
間
が
差
し
迫
っ
て
い
た
た
め
、
西
園
寺
は
こ
の
書
簡
を
人
を

遣
わ
し
て
直
接
斎
藤
に
手
渡
し
て
い
る）

11
（

。
こ
う
し
た
綿
密
な
行
動
を
経
て
、
後
藤
の
人
事
問
題
は
解
決
を
見
る
に
至
っ
た
。
法
制
局

が
両
府
の
顧
問
設
置
を
起
案
し
た
公
文
書
に
お
い
て
、
外
務
大
臣
署
名
欄
に
西
園
寺
の
署
名
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
本
件
は
内
閣

会
議
の
認
可
を
経
て
、
九
月
一
日
、
天
皇
の
裁
可
を
経
た
後
、
勅
令
第
二
四
二
号
と
し
て
公
布
さ
れ
た）

11
（

。
そ
の
内
容
は
以
下
の
通
り

で
あ
る
。

第
一
条　

台
湾
総
督
府
及
関
東
都
督
府
ニ
顧
問
各
一
人
ヲ
置
ク
コ
ト
ヲ
得

第
二
条　

顧
問
ハ
台
湾
総
督
府
又
ハ
関
東
都
督
府
ノ
所
管
ニ
属
ス
ル
行
政
事
務
ニ
関
シ
台
湾
総
督
又
ハ
関
東
都
督
ノ
諮
詢
ニ
應

シ
テ
意
見
ヲ
開
陳
ス

第
三
条　

顧
問
ハ
台
湾
総
督
府
ニ
在
リ
テ
ハ
内
務
大
臣
、
関
東
都
督
府
ニ
在
リ
テ
ハ
外
務
大
臣
ノ
奏
請
ニ
依
リ
内
閣
ニ
於
テ
之

ヲ
命
ス

（
二
）
総
督
府
顧
問
設
置
問
題

　

後
藤
が
総
督
府
顧
問
に
就
任
す
る
こ
と
は
、
新
聞
に
お
い
て
既
に
公
開
さ
れ
て
い
た
も
の
の
、
そ
の
内
幕
に
は
依
然
と
し
て
複
雑

な
事
情
が
あ
っ
た
。
九
月
二
日
、
西
園
寺
は
山
縣
宛
て
の
書
簡
に
お
い
て
、
後
藤
が
寺
内
に
電
報
を
打
ち
、
総
督
が
顧
問
制
度
に
反

対
で
あ
る
こ
と
を
述
べ
た
と
伝
え
て
い
る
。
西
園
寺
に
よ
る
こ
の
書
簡
の
意
図
は
、
山
縣
が
総
督
に
対
し
て
説
得
す
る
こ
と
を
望
む

と
い
う
こ
と
で
あ
る）

11
（

。
佐
久
間
は
、
山
縣
か
ら
の
書
簡
を
受
領
し
た
後
、
直
ち
に
は
返
信
し
な
か
っ
た
が
、
そ
の
理
由
は
「
蕃
地
戦
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況
」
の
視
察
に
赴
く
こ
と
で
あ
っ
た
。
一
三
日
、
佐
久
間
は
山
縣
宛
て
の
返
信
に
お
い
て
、
後
藤
の
転
任
に
反
対
し
な
い
こ
と
を
述

べ
、
勅
令
が
既
に
公
布
さ
れ
た
以
上
は
、
顧
問
制
度
に
同
意
す
る
ほ
か
な
い
と
し
た）

11
（

。

　

後
藤
は
満
鉄
総
裁
に
転
任
す
る
と
共
に
両
府
の
顧
問
に
就
任
す
る
こ
と
が
確
定
し
た
。
そ
の
消
息
が
伝
え
ら
れ
る
や
、『
台
湾
日

日
新
報
』
は
社
説
に
お
い
て
中
央
当
局
の
決
定
を
肯
定
的
に
評
価
し
て
い
る）

11
（

。
後
藤
は
長
官
の
辞
表
を
提
出
後
、
電
報
を
打
ち
、
内

閣
に
対
し
て
更
迭
時
間
を
九
月
下
旬
と
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
述
べ
て
い
る
。
そ
こ
で
、
中
央
政
府
は
上
奏
等
の
関
連
手
続
に
着

手
し
た）

11
（

。
九
月
二
八
日
、
台
北
新
公
園
に
て
長
官
送
別
会
が
開
か
れ
た
。
新
聞
記
事
に
よ
る
と
、
参
加
者
は
台
湾
全
島
の
官
僚
、
有

力
者
合
わ
せ
て
約
二
千
人
以
上
で
あ
っ
た
と
い
う）

11
（

。
し
か
し
な
が
ら
、
送
別
会
の
後
、
後
藤
が
総
裁
就
任
に
至
る
ま
で
に
は
更
に
以

下
の
経
緯
が
あ
る
。

　

後
藤
が
首
相
に
提
出
し
た
総
裁
就
任
の
条
件
に
は
、
親
任
待
遇
の
享
受
に
関
す
る
要
求
が
記
載
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
こ
の
件
に
つ
い
て
、

一
〇
月
二
九
日
、
原
敬
は
首
相
に
見
え
、
当
日
の
朝
後
藤
と
交
わ
し
た
談
話
内
容
を
報
告
し
て
い
る
。
原
敬
は
、
後
藤
が
両
府
の
顧

問
を
兼
任
し
な
が
ら
、
親
任
待
遇
を
享
受
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
り
、
後
藤
に
断
念
さ
せ
よ
う
と
し
た
。
後
藤
は
こ
れ
に
対
し
て
、

な
ら
ば
満
鉄
の
事
業
は
規
模
縮
小
と
な
る
こ
と
は
必
定
で
あ
り
、
新
た
な
考
え
と
し
て
、
後
藤
が
総
裁
を
専
任
し
顧
問
を
兼
任
せ
ず
、

或
い
は
、
第
三
者
が
総
裁
を
務
め
、
後
藤
は
副
総
裁
の
地
位
に
就
く
こ
と
を
提
起
し
た
。
原
敬
の
記
述
に
よ
れ
ば
、
後
藤
に
親
任
待

遇
を
享
受
さ
せ
る
構
想
は
も
と
も
と
山
縣
か
ら
出
た
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
の
ち
に
山
縣
は
反
対
し
た
。
も
し
こ
の
時
、

後
藤
が
顧
問
兼
任
を
望
ま
ず
、
ひ
い
て
は
第
三
者
に
総
裁
を
務
め
さ
せ
る
と
な
れ
ば
、
新
た
な
問
題
を
生
じ
る
こ
と
は
避
け
ら
れ
な

い
。
そ
こ
で
、
西
園
寺
は
原
敬
に
再
度
後
藤
と
話
し
合
い
を
さ
せ
る
こ
と
と
し
た）

1（
（

。

　

一
〇
月
三
〇
日
、
原
敬
は
後
藤
を
訪
問
し
、
後
藤
が
満
鉄
総
裁
と
両
府
の
顧
問
を
務
め
る
こ
と
、
そ
し
て
顧
問
が
親
任
待
遇
を
享

受
で
き
な
い
件
に
つ
い
て
は
、
首
相
の
つ
ら
さ
を
理
解
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
と
伝
え
た
。
原
敬
は
後
藤
を
説
得
す
る
た
め
に
、

後
藤
に
対
し
て
、
西
園
寺
組
閣
時
に
後
藤
に
入
閣
を
要
請
す
る
こ
と
も
考
え
た
こ
と
を
説
い
た
。
原
敬
は
、
同
じ
東
北
出
身
者
と
し
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て
の
視
点
か
ら
、
東
北
地
方
の
人
は
他
の
藩
閥
と
は
異
な
り
、
艱
難
辛
苦
を
経
て
地
位
を
築
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
こ
と
を
述

べ
、
郷
里
を
同
じ
く
す
る
者
と
し
て
の
情
に
訴
え
た
。
後
藤
も
そ
の
心
境
を
吐
露
し
、
陸
軍
の
跋
扈
を
嘆
き
、
親
任
待
遇
は
自
身
の

着
想
で
は
な
い
こ
と
を
強
調
し
た）

11
（

。

　

原
敬
の
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
山
縣
が
後
藤
の
満
鉄
総
裁
就
任
に
同
意
し
、
且
つ
顧
問
の
身
分
で
都
督
府
の
政
策
に
関
与
す
る
こ
と

に
賛
成
し
、
の
み
な
ら
ず
当
初
は
親
任
待
遇
の
獲
得
を
も
手
助
け
し
よ
う
と
し
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
中
途
半
端
な
対
応
を
取
り
、

ひ
い
て
は
後
藤
が
親
任
待
遇
を
享
受
す
る
こ
と
に
反
対
し
た
こ
と
に
よ
っ
て
、
後
藤
の
不
満
が
惹
起
さ
れ
た
の
で
あ
り
、
後
藤
を
し

て
、
満
洲
経
営
の
責
を
負
う
意
欲
を
失
わ
せ
、
後
藤
が
最
も
得
意
と
す
る
副
官
の
役
割
の
み
演
じ
る
こ
と
を
希
望
さ
せ
る
に
至
っ
た

の
で
あ
る
。
後
藤
が
譲
歩
と
見
せ
か
け
て
実
を
取
ろ
う
と
し
て
い
た
の
か
否
か
は
知
る
由
も
な
い
が
、
原
敬
が
後
藤
を
慰
め
、
起
こ

り
得
る
政
治
的
危
機
を
打
ち
消
す
た
め
に
、
多
大
な
労
力
を
費
や
し
た
こ
と
は
疑
い
よ
う
の
な
い
事
実
で
あ
る
。

　

一
〇
月
三
一
日
午
前
、
後
藤
は
原
敬
に
対
し
、
満
鉄
総
裁
就
任
と
両
府
の
顧
問
兼
任
に
応
じ
、
親
任
待
遇
は
求
め
な
い
旨
、
回
答

し
た）

11
（

。
後
藤
の
人
事
問
題
は
、
一
〇
月
末
に
な
っ
て
よ
う
や
く
正
式
に
確
定
し
た
。
こ
れ
ら
外
部
が
知
る
こ
と
の
な
い
内
情
は
、
原

敬
日
記
に
記
載
が
な
け
れ
ば
そ
の
詳
細
を
知
る
こ
と
は
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
。
当
然
な
が
ら
、
原
敬
日
記
に
は
、
他
の
政
治
家
の

日
記
同
様
、
後
世
の
読
者
に
原
が
政
局
の
指
導
者
で
あ
っ
た
と
の
イ
メ
ー
ジ
を
持
た
せ
る
意
図
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
、
解
読
に
注

意
を
要
す
る
こ
と
は
言
う
ま
で
も
な
い
。

　

後
藤
は
辞
表
に
お
い
て
、
そ
の
理
由
と
し
て
今
後
は
貴
族
院
議
員
と
し
て
の
職
務
に
専
念
す
る
こ
と
を
説
明
し
て
い
る
。
一
九
〇

六
年
九
月
に
総
督
が
内
務
大
臣
に
対
し
て
本
件
を
内
申
し
た
際
、
理
由
と
し
て
後
藤
が
病
に
よ
り
退
官
を
申
し
出
た
こ
と
が
挙
げ
ら

れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
二
つ
の
理
由
は
い
ず
れ
も
真
の
原
因
で
は
な
い
。
一
一
月
一
三
日
、
後
藤
は
民
政
長
官
を
辞
職
し
て
、
総
督
府

顧
問
を
兼
任
す
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
、
同
時
に
勲
一
等
に
叙
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
後
藤
は
、
同
日
電
報
に
よ
っ
て
総
督
に
そ
の
受
勲
と
本

官
免
除
、
そ
し
て
両
府
顧
問
兼
任
と
満
鉄
総
裁
専
任
の
辞
令
受
領
を
報
告
し
て
い
る
。
そ
し
て
翌
日
、
総
督
か
ら
電
報
に
よ
り
、
男
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爵
の
慶
事
を
喜
ぶ
旨
の
回
答
が
な
さ
れ
て
い
る）

11
（

。
一
一
月
、
民
政
長
官
が
更
迭
さ
れ
、
後
任
と
し
て
殖
産
局
長
祝
辰
巳
が
任
命
さ
れ

た
。
後
藤
は
そ
の
信
頼
す
る
部
下
に
後
事
を
託
し
、
後
藤
の
勢
力
を
強
固
な
も
の
と
す
る
に
至
っ
た
。

二　

総
督
府
顧
問
制
度
の
成
立
及
び
運
用

　

一
九
〇
六
年
九
月
一
〇
日
、
総
督
の
稟
議
に
よ
り
、
内
務
大
臣
が
後
藤
を
顧
問
に
任
命
し
、
一
一
月
一
三
日
に
発
令
さ
れ
た）

11
（

。
一

方
、
九
月
初
め
に
総
督
府
は
「
台
湾
総
督
府
諮
詢
規
程
」
を
起
案
し
た）

11
（

。
一
一
月
二
六
日
、
後
藤
は
佐
久
間
総
督
の
内
訓
を
受
け
た

後
、
電
報
に
よ
り
斎
藤
参
吉
秘
書
官
が
顧
問
主
事
に
就
任
す
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
述
べ
て
い
る
。
こ
れ
を
受
け
て
翌
日
、
総
督
府

は
斎
藤
を
当
該
職
務
に
任
命
し
た）

11
（

。

　

後
藤
顧
問
の
総
督
府
に
対
す
る
貢
献
に
つ
い
て
、
新
聞
に
お
い
て
時
折
報
道
が
な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
一
九
〇
六
年
一
一
月
の

記
事
に
よ
れ
ば
、
翌
年
開
催
さ
れ
る
東
京
勧
業
博
覧
会
に
お
い
て
台
湾
館
が
建
設
さ
れ
る
予
定
で
あ
り
、
後
藤
顧
問
と
東
京
府
と
の

交
渉
の
結
果
、
台
湾
館
の
用
地
を
既
に
確
保
し
て
い
る）

11
（

。
当
時
の
新
長
官
祝
辰
巳
は
国
外
に
お
り
、
本
件
を
処
理
す
る
こ
と
が
で
き

な
か
っ
た
た
め
、
後
藤
顧
問
が
支
援
し
た
も
の
で
あ
る
。
顧
問
制
度
の
運
用
を
具
体
的
に
考
察
す
る
た
め
に
、
筆
者
は
後
藤
新
平
文

書
に
残
さ
れ
て
い
た
「
秘　
顧
問
関
係
覚
書
」
を
用
い
て
分
析
を
行
っ
た
。
こ
の
う
ち
台
湾
に
関
係
す
る
部
分
と
し
て
、
一
九
〇
六

年
一
二
月
か
ら
一
九
〇
七
年
八
月
ま
で
の
間
の
後
藤
と
祝
ら
と
の
往
来
電
報
な
ど
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
内
容
は
多
岐
に
わ
た
り
、

そ
の
全
て
を
十
分
に
検
討
す
る
こ
と
は
で
き
な
い）

11
（

。
そ
こ
で
以
下
、
浅
田
知
定
が
退
官
し
て
東
洋
製
糖
に
入
っ
た
経
緯
、
並
び
に
法

曹
界
の
人
事
異
動
に
つ
い
て
の
み
検
討
を
行
う
。

　

東
洋
製
糖
会
社
は
一
九
〇
七
年
に
成
立
し
、
嘉
義
庁
に
所
在
し
た
。
そ
の
背
景
と
し
て
、
日
露
戦
争
終
結
後
、
日
本
内
地
の
資
金

が
台
湾
の
製
糖
業
に
大
量
に
投
入
さ
れ
、
製
糖
会
社
新
設
の
ブ
ー
ム
が
到
来
し
、
各
社
間
の
統
合
現
象
を
も
た
ら
し
た）

1（
（

。
各
社
は
経
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営
を
安
定
化
す
る
た
め
に
、
陣
容
の
強
化
が
求
め
ら
れ
た
。
そ
う
し
た
中
、
臨
時
台
湾
糖
務
局
に
任
官
し
た
浅
田
は
、
台
湾
糖
業
に

通
じ
、
業
界
期
待
の
人
選
と
目
さ
れ
た）

11
（

。
一
九
〇
六
年
一
二
月
、
祝
長
官
は
後
藤
顧
問
に
対
し
、
浅
田
が
東
洋
製
糖
会
社
に
入
る
件

に
つ
い
て
既
に
浅
田
と
話
は
し
た
も
の
の
、
浅
田
は
同
社
の
大
株
主
達
と
先
ず
協
議
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
た
め
、
浅
田
に
は

既
に
近
日
船
で
上
京
す
る
よ
う
求
め
た
旨
、
報
告
し
た
。
後
藤
は
、
浅
田
に
相
応
の
待
遇
を
提
示
す
る
必
要
が
あ
る
と
考
え
、
浅
田

に
対
し
て
同
社
に
務
め
て
三
年
ま
た
は
五
年
後
に
五
万
円
を
得
ら
れ
る
よ
う
保
証
し
、
中
途
で
辞
職
し
た
と
し
て
も
、
過
失
が
な
け

れ
ば
三
万
円
を
得
ら
れ
る
よ
う
保
証
す
る
こ
と
を
考
え
た
。
後
藤
顧
問
の
提
案
に
対
し
、
祝
は
台
湾
で
の
事
業
経
営
に
は
予
想
外
の

困
難
が
つ
き
も
の
と
し
て
、
事
業
経
営
上
、
浅
田
に
ど
の
程
度
の
責
任
を
負
わ
せ
る
の
か
が
大
き
な
問
題
で
あ
る
と
考
え
て
い
た）

11
（

。

　

一
九
〇
七
年
一
月
、
祝
は
総
督
に
対
し
て
浅
田
が
東
洋
製
糖
会
社
に
入
る
こ
と
が
確
定
し
た
旨
報
告
し
た
。
二
月
、
浅
田
の
休
職

が
認
可
さ
れ
た）

11
（

。
浅
田
は
四
月
に
提
出
し
た
辞
表
に
お
い
て
、
数
年
前
に
マ
ラ
リ
ア
に
罹
り
、
近
頃
は
毎
日
発
作
が
あ
り
、
全
身
が

衰
弱
疲
労
し
、
医
師
の
診
断
の
結
果
、
診
断
証
明
書
が
発
行
さ
れ
、
二
年
か
ら
三
年
は
療
養
に
専
念
す
る
予
定
で
あ
る
旨
説
明
し
て

い
る
。
翌
月
、
浅
田
は
本
官
並
び
に
兼
官
を
免
じ
ら
れ
て
い
る）

11
（

。
過
労
や
病
気
に
よ
っ
て
職
を
全
う
で
き
な
い
と
い
う
の
は
、
総
督

府
文
書
に
お
い
て
よ
く
見
ら
れ
る
辞
職
理
由
で
あ
り
、
そ
の
ま
ま
受
け
取
る
こ
と
は
で
き
な
い
。
こ
の
よ
う
に
、
後
藤
顧
問
は
祝
長

官
の
た
め
に
ア
イ
デ
ア
を
出
し
、
一
貫
し
た
原
則
、
即
ち
人
を
用
い
る
に
支
出
を
惜
し
ま
な
い
と
い
う
原
則
に
則
っ
て
い
る
。
官
民

の
間
に
密
接
な
関
係
が
あ
っ
た
た
め
に
、
ま
た
、
製
糖
会
社
が
総
督
府
官
僚
の
経
験
と
人
脈
の
手
助
け
を
必
要
と
し
て
い
た
た
め
に
、

こ
う
し
た
ほ
と
ん
ど
取
引
的
な
対
話
が
電
報
に
お
い
て
如
実
に
表
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
後
藤
の
豪
放
な
性
格
に
対
し
て
、
祝
は
い

か
に
も
官
僚
ら
し
い
態
度
で
事
に
あ
た
っ
て
お
り
、
新
旧
長
官
の
個
性
に
大
き
な
違
い
が
見
ら
れ
る
。

　

次
い
で
、
法
曹
界
の
人
事
異
動
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
後
藤
は
辞
職
前
に
い
く
つ
か
の
人
事
異
動
に
つ
い
て
検
討
し
て
い
る
。
そ

の
う
ち
の
一
つ
が
鈴
木
宗
言
が
総
督
府
覆
審
法
院
長
か
ら
司
法
省
民
刑
局
長
に
転
任
さ
せ
る
件
で
あ
る）

11
（

。
一
九
〇
七
年
六
月
、
祝
は

後
藤
に
対
し
て
、
鈴
木
法
院
長
の
後
任
の
人
選
を
報
告
し
て
い
る
。
後
藤
は
寺
島
小
五
郎
を
考
慮
し
て
も
よ
い
と
述
べ
て
い
る
が
、
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祝
は
寺
島
が
度
量
が
小
さ
く
、
部
下
と
の
折
り
合
い
が
悪
く
、
法
律
家
と
し
て
発
揮
で
き
る
能
力
が
鈴
木
に
及
ば
ず
、
内
地
の
司
法

界
に
ほ
と
ん
ど
知
ら
れ
て
い
な
い
と
し
て
、
横
浜
地
方
裁
判
所
長
の
石
井
常
英
を
採
用
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
大
津
麟
平
に
石
井
の

考
え
を
聴
い
て
い
る
と
述
べ
た
。
祝
は
更
に
鈴
木
を
高
等
官
一
等
に
昇
任
さ
せ
る
こ
と
も
提
案
し
て
い
る
。
そ
の
理
由
と
し
て
、
鈴

木
が
内
地
に
転
任
し
た
際
に
も
し
高
等
官
二
等
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
官
等
が
過
去
の
日
本
で
の
部
下
よ
り
も
低
い
こ
と
に
な
り
、
そ

れ
に
よ
っ
て
鈴
木
は
台
湾
で
の
任
官
に
よ
り
不
利
益
を
被
り
、
残
念
な
結
果
と
な
る
こ
と
を
挙
げ
て
い
る
。
祝
に
よ
る
鈴
木
の
後
任

の
人
選
及
び
昇
任
な
ど
の
問
題
に
関
す
る
二
つ
の
提
案
に
つ
い
て
、
後
藤
は
い
ず
れ
も
同
意
し
て
い
る）

11
（

。
こ
の
よ
う
に
、
総
督
府
は

院
長
の
人
選
を
非
常
に
重
視
し
て
お
り
、
将
来
的
に
日
本
内
地
の
法
曹
界
か
ら
人
材
を
台
湾
に
迎
え
る
こ
と
に
つ
い
て
、
細
心
の
注

意
を
払
っ
て
い
た
こ
と
が
分
か
る
。

　

覆
審
法
院
長
の
人
事
に
つ
い
て
、
更
に
詳
細
な
内
容
が
総
督
府
文
書
に
残
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
文
書
を
分
析
す
る
と
、
祝
は
寺
島

は
そ
の
職
務
に
極
め
て
勤
勉
で
あ
っ
た
が
、
寺
島
の
性
格
か
ら
、
判
官
達
や
弁
護
士
達
が
寺
島
に
不
服
で
あ
っ
た
と
考
え
て
い
た
こ

と
が
分
か
る
。
そ
こ
で
祝
は
、
司
法
省
に
対
し
、
必
ず
石
井
が
台
湾
に
来
て
任
官
で
き
る
よ
う
に
し
、
寺
島
が
内
地
の
裁
判
所
長
に

任
ぜ
ら
れ
る
よ
う
手
配
す
る
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
大
津
と
司
法
省
と
の
交
渉
の
過
程
で
、
後
藤
顧
問
は
公
務
で
多
忙
で
あ
り
な

が
ら
、
鈴
木
が
七
月
に
高
等
官
一
等
に
昇
任
で
き
る
よ
う
に
支
援
を
行
っ
て
い
る）

11
（

。
一
九
〇
七
年
九
月
、
寺
島
は
台
北
地
方
法
院
長

を
辞
し
、
高
知
地
方
裁
判
所
長
に
転
任
し
て
い
る）

11
（

。
鈴
木
の
後
任
に
は
石
井
が
任
ぜ
ら
れ
る
こ
と
が
確
定
し
た）

11
（

。
鈴
木
は
大
審
院
検

事
に
転
任
し
た）

1（
（

。
新
旧
民
政
長
官
は
互
い
に
遠
く
離
れ
た
場
所
に
あ
っ
て
も
、
電
報
に
よ
っ
て
情
報
を
伝
送
し
、
公
文
書
に
文
字
記

録
を
残
し
て
お
り
、
後
世
の
我
々
に
人
事
案
件
の
最
も
奥
深
い
部
分
を
伝
え
て
い
る
。

　

一
九
〇
七
年
八
月
以
降
、
祝
と
後
藤
と
の
往
来
電
報
に
は
、
具
体
的
な
資
料
は
見
ら
れ
ず
、
更
な
る
探
索
が
求
め
ら
れ
る
。
現
在
、

両
者
は
書
簡
で
も
連
絡
を
取
り
合
っ
て
い
た
こ
と
が
知
ら
れ
て
お
り
、
書
簡
に
は
後
藤
が
台
湾
の
近
況
を
把
握
す
る
に
足
る
非
常
に

多
く
の
情
報
が
含
ま
れ
る）

11
（

。
同
様
に
更
な
る
探
索
研
究
が
求
め
ら
れ
る
も
の
は
、
顧
問
主
事
と
後
藤
と
の
相
互
関
係
で
あ
る
。
一
九
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〇
七
年
一
一
月
の
北
埔
抗
日
事
件
発
生
後
、
一
八
日
に
斎
藤
が
急
ぎ
「
隘
勇
反
乱
事
件
」
の
動
向
を
ま
と
め
て
後
藤
に
提
供
し
て
い

る
こ
と
か
ら）

11
（

、
斎
藤
は
日
頃
台
湾
情
報
を
後
藤
顧
問
に
伝
え
て
い
た
は
ず
で
あ
る
こ
と
が
分
か
る
。

　

一
九
〇
八
年
五
月
、
祝
辰
巳
が
逝
去
し
た
。
享
年
四
一
歳
。
新
任
の
長
官
に
つ
い
て
、
佐
久
間
総
督
は
総
督
府
警
視
総
長
大
島
久

満
次
を
起
用
す
る
意
向
が
あ
り
、
起
案
の
過
程
で
桂
太
郎
、
寺
内
陸
相
、
原
敬
内
相
に
報
告
し
て
お
り
、
こ
の
決
定
を
電
報
で
後
藤

顧
問
に
伝
え
て
も
い
る）

11
（

。
当
時
、
後
藤
は
海
外
視
察
中
で
あ
り
、
非
常
に
不
機
嫌
で
あ
っ
た
と
伝
え
ら
れ
る）

11
（

。

　

遡
っ
て
一
九
〇
八
年
三
月
頃
、
後
藤
は
両
府
の
顧
問
に
つ
い
て
辞
表
を
提
出
し
て
い
る
が
、
西
園
寺
首
相
は
許
可
し
な
か
っ
た）

11
（

。

後
藤
は
西
園
寺
の
も
と
を
訪
れ
、
顧
問
職
の
解
除
を
求
め
て
も
い
る
。
後
藤
は
「
台
湾
総
督
府
関
東
都
督
府
顧
問
制
度
停
廃
之
議
」

に
お
い
て
、
今
と
な
っ
て
は
顧
問
制
度
を
維
持
す
る
必
要
が
な
く
な
っ
た
と
指
摘
し
て
い
る）

11
（

。
西
園
寺
は
慰
留
し
た
が
、
後
藤
は
同

職
に
固
執
す
る
こ
と
は
な
か
っ
た
。

　

一
九
〇
八
年
七
月
、
桂
太
郎
が
組
閣
、
後
藤
は
逓
信
大
臣
に
就
任
し
た
。
こ
の
時
、
後
藤
が
総
督
府
顧
問
を
務
め
て
い
る
問
題
に

つ
い
て
、
中
央
政
府
と
総
督
府
と
の
間
で
数
多
く
の
電
報
が
交
わ
さ
れ
て
い
る
。
そ
の
内
容
を
ま
と
め
る
と
、
先
ず
、
内
務
次
官
が

総
督
府
に
対
し
、
後
藤
が
顧
問
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
る
旨
通
知
し
た
。
こ
れ
に
対
し
、
七
月
二
一
日
、
佐
久
間
総
督
が
内
務
大
臣
平
田

東
助
宛
て
の
電
報
に
お
い
て
、
後
藤
が
引
き
続
き
顧
問
を
務
め
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
表
明
し
た
。
平
田
は
佐
久
間
に
対
し
、
後
藤

が
入
閣
し
た
後
、
顧
問
を
兼
任
す
る
こ
と
は
不
穏
当
で
あ
る
と
述
べ
た
。
二
三
日
、
事
態
は
急
展
開
を
見
せ
、
佐
久
間
は
、
首
相
と

内
相
が
後
藤
の
顧
問
辞
職
を
主
張
す
る
以
上
、
中
央
政
府
の
手
配
に
同
意
す
る
と
し
た
。
後
藤
が
都
督
府
と
総
督
府
の
顧
問
を
辞
し

た
後
、
両
府
は
後
藤
に
慰
労
金
を
い
く
ら
支
払
う
べ
き
か
に
つ
い
て
議
論
し
て
い
る
。
都
督
府
は
も
と
も
と
二
千
円
及
び
約
千
円
の

価
値
を
有
す
る
記
念
品
を
支
給
す
る
予
定
で
い
た
が
、
結
果
的
に
そ
れ
ぞ
れ
五
千
円
、
合
わ
せ
て
一
万
円
を
支
給
す
る
こ
と
に
な
っ

た
）
11
（

。
二
四
日
、
後
藤
は
顧
問
の
職
を
免
ぜ
ら
れ
た
。
顧
問
就
任
の
期
間
は
二
年
に
満
た
な
か
っ
た）

11
（

。
一
一
月
、
大
島
都
督
と
佐
久
間

総
督
は
内
閣
に
対
し
て
後
藤
に
賞
与
を
与
え
る
よ
う
稟
議
を
提
出
し
た
。
両
府
が
提
出
し
た
理
由
は
似
て
お
り
、
い
ず
れ
も
後
藤
が
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常
に
枢
機
に
参
与
し
、
重
要
案
件
の
諮
問
に
回
答
し
、
多
大
な
貢
献
を
な
し
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
一
一
月
二
四
日
、
同
稟
議
は

内
閣
に
認
可
さ
れ
た）

11
（

。

　

一
九
一
〇
年
五
月
、
法
制
局
は
一
九
〇
六
年
公
布
の
勅
令
第
二
四
二
号
廃
止
を
起
案
し
た
。
本
件
は
内
閣
会
議
で
の
認
可
を
経
て

天
皇
に
裁
可
さ
れ
、
勅
令
第
二
八
六
号
と
し
て
公
布
（
六
月
二
一
日
）
さ
れ
た
。
総
督
府
の
顧
問
制
度
は
こ
こ
に
終
わ
り
を
迎
え
た）

1（
（

。

結　

論

　

以
上
、
後
藤
新
平
が
総
督
府
民
政
長
官
を
退
官
し
た
後
、
総
督
府
顧
問
を
兼
任
す
る
に
至
っ
た
経
緯
を
考
察
す
る
と
共
に
、
こ
の

間
の
総
督
府
に
対
す
る
理
解
を
深
め
る
た
め
に
、
後
藤
が
ど
の
よ
う
に
総
督
府
官
僚
に
指
導
を
行
っ
た
か
を
個
別
の
案
件
を
取
り
上

げ
て
分
析
し
た
。

　

一
九
〇
六
年
、
総
督
が
更
迭
さ
れ
る
と
、
新
総
督
佐
久
間
左
馬
太
は
後
藤
が
補
佐
す
る
こ
と
を
望
ん
だ
。
し
か
し
な
が
ら
、
中
央

政
府
は
後
藤
に
満
鉄
総
裁
就
任
を
強
く
求
め
た
。
後
藤
は
当
初
こ
そ
拒
絶
し
た
が
、
そ
の
後
自
発
的
に
就
任
の
条
件
を
提
示
す
る
よ

う
に
な
り
、
そ
の
条
件
の
一
つ
が
関
東
都
督
府
顧
問
を
兼
任
す
る
こ
と
で
あ
っ
た
。
外
相
ら
の
反
対
に
遭
っ
た
も
の
の
、
首
相
、
陸

相
及
び
内
相
が
調
整
に
力
を
入
れ
た
こ
と
に
よ
り
、
勅
令
を
発
布
し
て
都
督
府
と
総
督
府
の
顧
問
制
度
を
確
立
し
た
。
顧
問
制
度
は

総
督
府
が
主
体
的
に
設
計
し
た
も
の
で
は
な
く
、
中
央
の
政
治
過
程
に
よ
っ
て
発
生
し
た
特
殊
な
結
果
で
あ
っ
た
。

　

制
度
上
、
顧
問
は
総
督
の
諮
問
に
応
じ
る
と
規
定
さ
れ
て
い
た
が
、
実
際
に
後
藤
顧
問
と
電
報
を
交
わ
し
て
い
た
の
は
民
政
長
官

祝
辰
巳
ら
で
あ
っ
た
。
後
藤
は
時
に
後
進
の
指
導
に
も
あ
た
っ
た
が
、
祝
長
官
は
完
全
に
命
令
通
り
に
動
い
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。

基
本
的
に
後
藤
も
彼
ら
の
決
定
を
支
持
し
た
。
後
藤
が
顧
問
を
務
め
て
数
か
月
後
、
総
督
府
の
施
政
を
以
前
の
部
下
が
引
き
継
い
で

安
心
し
た
せ
い
か
、
ま
た
満
鉄
業
務
が
日
増
し
に
多
忙
に
な
っ
た
こ
と
も
あ
り
、
顧
問
を
辞
す
る
こ
と
を
考
え
始
め
、
一
九
〇
八
年
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の
夏
に
入
閣
し
た
後
、
円
満
に
辞
職
し
た
。
法
制
局
は
、
こ
の
後
藤
の
た
め
に
わ
ざ
わ
ざ
設
計
さ
れ
た
顧
問
制
度
が
そ
の
効
果
を
発

揮
す
る
こ
と
が
な
い
と
考
え
て
か
、
一
九
一
〇
年
に
勅
令
を
以
て
同
制
度
を
廃
止
し
た
。

　

こ
の
時
期
、
日
本
の
政
治
家
は
電
報
や
書
簡
を
意
思
疎
通
の
手
段
と
し
て
い
た
た
め
、
総
督
府
の
政
治
史
を
深
く
解
析
す
る
に
あ

た
り
、
私
文
書
は
軽
視
で
き
な
い
情
報
源
と
な
っ
て
い
る
。
多
層
的
な
史
料
を
幅
広
く
把
握
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
の
み
、
総
督
府
の

運
営
状
況
を
よ
り
立
体
的
に
描
出
す
る
こ
と
が
可
能
と
な
る
。
今
後
、
筆
者
は
引
き
続
き
後
藤
勢
力
の
盛
衰
の
歴
史
を
探
求
し
、
そ

こ
に
内
包
さ
れ
る
意
義
を
読
み
解
い
て
い
き
た
い
。

〔
注
記
〕　

こ
の
場
を
借
り
て
改
め
て
、
私
を
政
治
史
研
究
に
導
い
て
く
だ
さ
っ
た
恩
師
玉
井
先
生
に
衷
心
よ
り
感
謝
申
し
上
げ
る
。
な
お
本

稿
は
、『
台
湾
師
大
歴
史
学
報
』
第
六
四
号
（
二
〇
二
〇
年
一
二
月
）
に
掲
載
の
拙
稿
を
も
と
に
書
き
直
し
た
も
の
で
あ
る
。
翻
訳
に
あ

た
り
、
臼
井
進
氏
（
国
立
台
湾
大
学
歴
史
研
究
所
修
士
）
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
。
記
し
て
謝
意
を
表
し
た
い
。

（
1
）　

財
団
法
人
台
湾
救
済
団
『
佐
久
間
左
馬
太
』（
財
団
法
人
台
湾
救
済
団
、
一
九
三
三
年
）、
八
二
二
頁
。

（
2
）　

鶴
見
祐
輔
（
一
海
知
義
校
訂
）『
正
伝
・
後
藤
新
平
（
』（
藤
原
書
店
、
二
〇
〇
五
年
）、
八
三
三
―
八
四
一
頁
。

（
（
）　

北
岡
伸
一
『
日
本
陸
軍
と
大
陸
政
策
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
八
年
）、
五
四
―
五
八
頁
。

（
4
）　

斎
藤
容
子
「
桂
園
体
制
の
形
成
と
台
湾
統
治
問
題
」『
史
学
雑
誌
』
第
一
〇
三
巻
一
号
（
一
九
九
四
年
一
月
）、
七
九
頁
。

（
（
）　

鍾
淑
敏
「
日
據
初
期
台
灣
總
督
府
統
治
權
的
確
立
―
1 
（ 
9 
（
年
～
1 

9 

0 

（
年
―
」（
国
立
台
湾
大
学
歴
史
学
研
究
所
修
士
論
文
、

一
九
八
九
年
）、
三
一
―
三
二
頁
。

（
（
）　

鶴
見
祐
輔
（
一
海
知
義
校
訂
）『
正
伝
・
後
藤
新
平
（
』、
八
二
六
―
八
二
七
頁
。

（
7
）　
「
兒
玉
總
督
子
爵
ヲ
後
藤
長
官
男
爵
ヲ
授
ケ
ラ
レ
兒
玉
總
督
參
謀
總
長
ニ
佐
久
間
大
將
台
湾
總
督
ニ
任
セ
ラ
レ
祝
電
及
各
官
衙
ニ
通

知
ノ
件
」、「
明
治
三
十
九
年
台
湾
總
督
府
公
文
類
纂
永
久
保
存
進
退
第
六
巻
秘
書
」、『
台
湾
總
督
府
檔
案
・
總
督
府
公
文
類
纂
』、
国
史
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館
台
湾
文
献
館
、
所
蔵
番
号000012270（（

。
紙
幅
の
関
係
上
、
以
下
、
総
督
府
公
文
類
纂
を
引
用
す
る
場
合
は
件
名
と
所
蔵
番
号
の
み

記
載
し
、
日
本
国
立
公
文
書
館
ア
ジ
ア
歴
史
資
料
セ
ン
タ
ー
収
録
の
史
料
を
引
用
す
る
場
合
は
件
名
と
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ド
の
み
記
載

す
る
。

（
（
）　

尚
友
倶
楽
部
児
玉
秀
雄
関
係
文
書
編
集
委
員
会
編
『
児
玉
秀
雄
関
係
文
書
1
』（
同
成
社
、
二
〇
一
〇
年
）、
二
二
頁
。

（
9
）　
「
滿
鐵
正
副
總
裁
」『
漢
文
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
〇
六
年
七
月
三
一
日
。

（
10
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』（
乾
元
社
、
一
九
五
一
年
）、
三
六
三
頁
。

（
11
）　

後
藤
新
平
『
日
本
植
民
政
策
一
斑
』（
拓
殖
新
報
社
、
一
九
二
一
年
）、
四
七
―
五
九
頁
。

（
12
）　
「
佐
久
間
總
督
よ
り
接
受
し
た
る
電
信
」『
後
藤
新
平
文
書
』
Ｒ
三
七
所
収
。

（
1（
）　

立
石
駒
吉
『
後
藤
新
平
論
集
』（
伊
藤
元
治
郎
発
行
、
一
九
一
一
年
）、
三
七
―
三
八
頁
。

（
14
）　

後
藤
新
平
『
日
本
植
民
政
策
一
斑
』、
五
九
―
六
〇
頁
。

（
1（
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
六
四
頁
。

（
1（
）　

後
藤
新
平
『
日
本
植
民
政
策
一
斑
』、
六
〇
頁
。

（
17
）　

尚
友
倶
楽
部
山
縣
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
『
山
縣
有
朋
関
係
文
書
2
』（
山
川
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）、
一
一
八
―
一
一
九

頁
。

（
1（
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
六
四
頁
。

（
19
）　
「
佐
久
間
總
督
よ
り
接
受
し
た
る
電
信
」『
後
藤
新
平
文
書
』
Ｒ
三
七
所
収
。

（
20
）　

尚
友
倶
楽
部
山
縣
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
『
山
縣
有
朋
関
係
文
書
2
』、
一
四
三
頁
。

（
21
）　

後
藤
新
平
『
日
本
植
民
政
策
一
斑
』、
六
〇
頁
。

（
22
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
六
六
―
三
六
七
頁
。

（
2（
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
六
七
頁
。
八
月
一
五
日
、
原
敬
は
佐
久
間
総
督
宛
の
書
簡
に
て
、
後
藤
の
位
置
を
変
え
な

い
こ
と
を
確
約
し
て
い
た
も
の
の
、
国
家
が
後
藤
を
必
要
と
し
て
い
る
た
め
、
佐
久
間
に
は
や
む
を
得
な
い
事
情
を
理
解
し
て
ほ
し
い
旨

述
べ
て
い
る
。
当
該
書
簡
は
、『
日
本
の
近
代
を
デ
ザ
イ
ン
し
た
先
駆
者
―
生
誕
1 
（ 
0
周
年
記
念　

後
藤
新
平
展
図
録
』（
財
団
法
人
東

京
市
政
調
査
会
、
二
〇
〇
七
年
、
五
六
―
五
七
頁
）
に
収
録
。
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（
24
）　

東
亞
同
文
会
（
編
）『
續
對
支
回
顧
錄
（
下
）』（
原
書
房
、
一
九
八
一
年
）、
五
一
〇
―
五
一
一
頁
。
オ
リ
ジ
ナ
ル
は
一
九
四
一
年
刊

行
。

（
2（
）　

駄
場
裕
司
『
後
藤
新
平
を
め
ぐ
る
権
力
構
造
の
研
究
』（
南
窓
社
、
二
〇
〇
七
年
）、
一
〇
二
頁
。
寺
内
正
毅
関
係
文
書
研
究
会
、

『
寺
内
正
毅
関
係
文
書　

2
』（
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
二
二
年
）、
四
四
五
―
四
四
六
頁
。

（
2（
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
六
九
頁
。

（
27
）　

後
藤
新
平
『
日
本
植
民
政
策
一
斑
』、
六
三
―
六
五
頁
。
鶴
見
祐
輔
（
一
海
知
義
校
訂
）『
正
伝
・
後
藤
新
平
4
』（
藤
原
書
店
、
二

〇
〇
五
年
）、
七
六
頁
。

（
2（
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
六
九
頁
。

（
29
）　

寺
内
正
毅
関
係
文
書
研
究
会
『
寺
内
正
毅
関
係
文
書　

2
』、
四
四
六
―
四
四
七
頁
。

（
（0
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
六
九
―
三
七
〇
頁
。

（
（1
）　

尚
友
倶
楽
部
山
縣
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
『
山
縣
有
朋
関
係
文
書
2
』、
三
八
三
―
三
八
四
頁
。

（
（2
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
七
一
頁
。

（
（（
）　

立
命
館
大
学
西
園
寺
公
望
伝
編
纂
委
員
会
編
『
西
園
寺
公
望
伝　

別
巻
1
』（
岩
波
書
店
、
一
九
九
六
年
）、
一
二
二
頁
。

（
（4
）　
「
台
湾
総
督
府
及
関
東
都
督
府
ニ
顧
問
ヲ
置
ク
」、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA

0120024（（00

。「
御
署
名
原
本
・
明
治
三
十
九
年
・

勅
令
第
二
百
四
十
二
号
・
台
湾
総
督
府
及
関
東
都
督
府
ニ
顧
問
ヲ
置
ク
ノ
件
」、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA

0（020（（4400

。「
勅
令
」、

『
官
報
』
一
九
〇
六
年
九
月
三
日
、
一
七
頁
。「
法
律
及
勅
令
抄
錄
」、『
府
報
』
一
九
〇
六
年
九
月
一
三
日
、
三
八
頁
。

（
（（
）　

尚
友
倶
楽
部
山
縣
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
『
山
縣
有
朋
関
係
文
書
2
』、
一
四
三
―
一
四
四
頁
。

（
（（
）　

尚
友
倶
楽
部
山
縣
有
朋
関
係
文
書
編
纂
委
員
会
編
『
山
縣
有
朋
関
係
文
書
2
』、
一
五
七
―
一
五
八
頁
。

（
（7
）　
「
南
滿
鐵
道
及
總
裁
」『
漢
文
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
〇
六
年
九
月
一
九
日
。

（
（（
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
八
一
頁
。

（
（9
）　
「
長
官
送
別
会
狀
況
」『
漢
文
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
〇
六
年
九
月
二
九
日
。

（
40
）　

鶴
見
祐
輔
（
一
海
知
義
校
訂
）『
正
伝
・
後
藤
新
平
4
』、
五
九
頁
。

（
41
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
九
四
―
三
九
五
頁
。
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（
42
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
九
五
頁
。

（
4（
）　

原
奎
一
郎
編
『
原
敬
日
記　
第
二
巻
』、
三
九
五
―
三
九
六
頁
。

（
44
）　
「
民
政
長
官
後
藤
新
平
依
願
免
官
殖
產
局
長
祝
辰
己
民
政
長
官
ニ
任
用
ノ
件
」、
所
蔵
番
号000012（70（2

。「
元
民
政
長
官
男
爵
後

藤
新
平
ニ
恩
給
下
賜
ノ
儀
上
申
該
證
書
交
付
ノ
件
」、
所
蔵
番
号0000127（002

。「
敘
令
及
辭
令
」、『
府
報
』
一
九
〇
六
年
一
一
月
一
五

日
、
二
八
頁
。

（
4（
）　
「
後
藤
民
政
長
官
鈙
勳
及
南
滿
洲
鐵
道
会
社
總
裁
並
台
湾
總
督
府
顧
問
等
仰
付
ラ
レ
ノ
件
」、
所
蔵
番
号000012（70（1

。

（
4（
）　

同
上
。

（
47
）　
「
內
訓
第
二
十
號
台
湾
總
督
府
諮
詢
規
程
」、
所
蔵
番
号000011（（00（

。「
台
湾
顧
問
の
権
能
」『
台
湾
協
会
会
報
』
第
九
九
号
（
一

九
〇
六
年
一
二
月
）、
二
〇
頁
。

（
4（
）　
「
秘
書
官
齊
藤
參
吉
ニ
總
督
府
顧
問
主
事
ヲ
命
ス
ル
件
」、
所
蔵
番
号000012（（0（0

。「
敘
令
及
辭
令
」、『
府
報
』
一
九
〇
六
年
一

一
月
三
〇
日
、
五
八
頁
。「
兩
督
府
之
主
事
」『
漢
文
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
〇
六
年
一
二
月
一
日
。

（
49
）　
「
建
設
台
湾
館
」『
漢
文
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
〇
六
年
一
一
月
二
九
日
。

（
（0
）　
「
顧
問
關
係
覺
書
」『
後
藤
新
平
文
書
』
Ｒ
三
三
所
収
。

（
（1
）　

黄
紹
恒
『
砂
糖
之
島
：
日
治
初
期
的
台
湾
糖
業
史1（9（-1911

』（
国
立
交
通
大
学
出
版
社
、
二
〇
一
九
年
）、
二
三
四
―
二
五
五
頁
。

（
（2
）　
「
新
高
の
経
営
振
と
故
浅
田
知
定
君
」、『
台
湾
糖
業
年
鑑
』（
台
湾
通
信
社
、
一
九
二
七
年
）、
三
五
五
頁
。
浅
田
は
官
を
辞
し
た
後
、

前
後
し
て
東
洋
製
糖
、
新
高
製
糖
に
務
め
た
。「
故
淺
田
氏
略
歷
」（『
台
湾
日
日
新
報
』
一
九
二
六
年
一
〇
月
二
六
日
）、「
故
浅
田
知
定

位
階
追
陞
ノ
件
」（
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA

1111（（72400
）
を
参
照
。

（
（（
）　
「
顧
問
關
係
覺
書
」。

（
（4
）　
「
淺
田
知
定
昇
級
ノ
件
」、
所
蔵
番
号00001（（0011

。「
淺
田
知
定
休
職
命
令
」、
所
蔵
番
号00001（（00（（

。

（
（（
）　
「
淺
田
知
定
休
職
命
令
」、
所
蔵
番
号00001（（00（（

。「
糖
務
局
事
務
官
淺
田
知
定
依
願
免
官
」、
所
蔵
番
号00001（（（02（

。

（
（（
）　

王
鉄
軍
「
台
湾
総
督
府
官
僚
と
関
東
都
督
府
の
設
立
―
植
民
地
間
の
官
僚
交
流
中
心
と
し
て
―
」、
桧
山
幸
夫
編
『
帝
国
日
本
の
展

開
と
台
湾
』（
創
泉
堂
出
版
、
二
〇
一
一
年
）、
二
〇
七
頁
。

（
（7
）　
「
顧
問
關
係
覺
書
」。
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（
（（
）　
「
法
院
判
官
鈴
木
宗
言
昇
等
」、
所
蔵
番
号00001（（9019

。

（
（9
）　
「
判
官
寺
島
小
五
郎
判
事
ニ
轉
任
」、
所
蔵
番
号00001（420（（

。「
寺
島
前
地
方
法
院
長
送
別
会
」『
法
院
月
報
』
第
一
巻
五
号
（
一

九
〇
七
年
一
〇
月
）、
八
―
九
頁
。

（
（0
）　
「
石
井
新
院
長
の
歡
迎
及
披
露
」『
法
院
月
報
』
第
一
巻
五
号
（
一
九
〇
七
年
一
〇
月
）、
七
頁
。

（
（1
）　
「
鈴
木
前
覆
審
法
院
長
略
歷
」『
法
院
月
報
』
第
一
巻
一
号
（
一
九
〇
七
年
六
月
）、
ペ
ー
ジ
番
号
な
し
。

（
（2
）　
「
後
藤
新
平
関
係
文
書
Ⅱ
」『
台
湾
近
代
史
料
研
究
』
第
二
号
、
一
〇
三
―
一
一
〇
頁
を
参
照
。

（
（（
）　
「
北
埔
事
件
」『
後
藤
新
平
文
書
』
Ｒ
三
〇
所
収
。

（
（4
）　
「
警
視
總
長
大
島
久
滿
次
民
政
長
官
ニ
任
用
ノ
件
」、
所
蔵
番
号0000142204（

。

（
（（
）　

財
団
法
人
台
湾
救
済
団
『
佐
久
間
左
馬
太
』、
八
二
三
頁
。

（
（（
）　

立
命
館
大
学
西
園
寺
公
望
伝
編
纂
委
員
会
編
『
西
園
寺
公
望
伝　

別
巻
1
』、
九
六
頁
。

（
（7
）　

鶴
見
祐
輔
（
一
海
知
義
校
訂
）『
正
伝
・
後
藤
新
平
4
』、
六
三
〇
―
六
三
一
頁
。

（
（（
）　
「
顧
問
後
藤
新
平
免
職
ニ
關
ス
ル
賞
與
一
件
」、
所
蔵
番
号0000142（0（（

。

（
（9
）　
「
敘
令
及
辭
令
」、『
府
報
』
一
九
〇
八
年
七
月
二
八
日
、
六
九
頁
。

（
70
）　
「
元
関
東
都
督
府
顧
問
元
台
湾
総
督
府
顧
問
男
爵
後
藤
新
平
」、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA

040101（（（00

。

（
71
）　
「
明
治
三
十
九
年
勅
令
第
二
百
四
十
二
号
・（
台
湾
総
督
府
及
関
東
都
督
府
ニ
顧
問
ヲ
置
ク
ノ
件
）・
ヲ
廃
止
ス
」、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス

コ
ー
ドA

012000（2100

。「
御
署
名
原
本
・
明
治
四
十
三
年
・
勅
令
第
二
百
八
十
六
号
・
明
治
三
十
九
年
勅
令
第
二
百
四
十
二
号
（
台

湾
総
督
府
及
関
東
都
督
府
ニ
顧
問
設
置
ノ
件
）
廃
止
」、
レ
フ
ァ
レ
ン
ス
コ
ー
ドA

0（020（（9900

。「
勅
令
」、『
官
報
』
一
九
一
〇
年
六

月
二
二
日
、
四
九
九
頁
。「
勅
令
抄
錄
」、『
府
報
』
一
九
一
〇
年
六
月
三
〇
日
、
九
三
―
九
四
頁
。




